
旭区連合自治会町内会連絡協議会６月定例会 
 
 
 
 
 

 

１ 警察・消防からのお知らせ 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

番号 議題 配布先 

（１） 
旭警察署からのお知らせ（情報提供） 

        （旭警察署）【資料１－１】 

単会 

会長 

（２） 
旭消防署からのお知らせ（情報提供） 

（旭消防署）【資料１－２】 

単会 

会長 

 

２ 横浜市町内会連合会定例会結果報告 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

番号 議題 配布先 

（１） 
よこはまテレビ・プッシュの開始について（情報提供） 

（総務局 緊急対策課）【資料２－１】 

単会 

会長 

 

３ 旭区連合自治会町内会連絡協議会 議題 

（自治だよりに掲載し、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します。） 

 番号 議題 配布先 

(１) 

令和６年度共同募金運動資材調査について（依頼） 
※ 提出期限：令和６年７月 16 日（火） 

（共同募金会旭区支会（旭区社会福祉協議会））【資料３－１】 
別送 

（２） 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の改定」と「線引き（市

街化区域と市街化調整区域の区域区分）見直し」都市計画市素案の説明

会開催等について（情報提供） 
（都市整備局 企画課／建築局 都市計画課／旭区 区政推進課）【資料３－２】 

単会 

会長 

(３) 
西谷浄水場の再整備の進捗状況について（情報提供） 

（水道局 施設整備課）【資料３－３】 

単会

会長 

（４） 

旭区安全安心及び美化・リサイクル運動推進功労者の区長表彰候補者推

薦について（依頼） 
※ 提出期限：令和６年７月 26 日（金） 

（旭区 地域振興課）【資料３－４】 

単会

会長 

 

４ その他（情報提供、講演会・催事等の案内等） 

（自治だよりに掲載しませんが、【資料番号】に網掛けしたものは、「自治だより」に資料を同封します） 

番号 議題 配布先 

（１） 

第 74 回“社会を明るくする運動”実施に伴うポスター掲示について

（依頼） 
（旭区更生保護協会（旭区社会福祉協議会））【資料４－１】 

掲示 

旭区マスコットキャラクター 

あさひくん 

日 時：令和６年６月 18 日（火） 

午後３時 00 分から 

場 所：新館大会議室（旭区役所新館２階） 

 



（２） 

「プラスチックごみの分別ルール変更 市民周知用 リーフレット」の民

間事業者による全戸配布について（情報提供） 
（資源循環局 旭事務所）【資料４－２】 

単会

会長 

（３） 
各種表彰の受賞者について（情報提供） 

（旭区 総務課）【資料４－３】 連長 

（４） 
横浜国際園芸博覧会旭区推進協議会ニュース第６号の発行（情報提供） 

（旭区 区政推進課）【資料４－４】 
単会 

会長 

（５） 

旭区共催文化イベントに係る開催チラシの自治会町内会掲示板への掲出

について（依頼） 
（旭区 地域振興課）【資料４－５】 

掲示 

(６) 

保土ケ谷区自治会町内会における「PayPay」の導入について（情報提

供） 
（旭区 地域振興課）【資料４－６】 

単会 

会長 

（７） 

旭区連合自治会町内会連絡協議会定例会における休会について（情報提

供） 
（旭区 地域振興課）【資料４－７】 

単会 

会長 

 

 

 

５ 地域広報紙等の配布について（地区連合会長への情報提供） 

(１）ふくほしらね（第32号）      ※白根地区町内会自治会連合会 広報紙 

(２）旭北地区社協（Vol.34）      ※旭北地区社会福祉協議会 広報紙 

(３）みんなの若葉台（№466）      ※若葉台連合自治会 広報紙 

(４）地域だより（No.131）       ※希望が丘南地区連合自治会 広報紙 

(５）二俣川ニュータウンだより（Vol.9） ※二俣川ニュータウン連合町内会 広報紙 

(６) YOKOHAMA SAKONYAMA 連合だより（№110） ※左近山連合自治会 広報紙 

 

【次回日程】 

◎旭区連合自治会町内会連絡協議会７月定例会 

日 時：令和６年７月 18 日（木） 午前 10 時 00 分から 

場 所：旭公会堂講堂（旭区役所４階） 

定例会結果報告はこちら 



令和6年 6月号
旭警事暑生洒安金鰈

045-381-011 OCP'-1亀鵬201)

｀刑法犯の発生状況 令和6年5月

------------ 令和6年 令和5年
特殊詐欺 23 23 

空 き 巣 5 7 
車上ね ら い 19 ， 
部品 ねらい 17 25 

自動車盗 4 6 

オートバイ盗 21 17 

自転車 盗 46 52 

不同意わいせつ 5 3 

強 盗

゜ ゜ひった くり 1 

゜器物損壊、忍込み等 193 192 
総件

~ ~ ~ ~・ 数 334 334 

●特殊詐欺について
旭区全域で特殊詐欺の前兆電話が多数入電しています。
特殊詐欺の手口の一つとして預貯金詐欺があります。

増減

土〇

-2 

+10 

-8 

-2 

+4 

-6 

+2 

士0

+1 

+1 

士0

最近の蝙しの電話は、区役所を顆り、「医療費の還付があります。手続きに
新しいキャッシュカードが必要です。」等と電話をかけてきて、区役所職員を装う
人が、自宅にキャッシュカードを取りに来るものです。
電話で「カード・お金・ATM」等という言葉を聞いたら、それは詐欺です。
被害者の方のほとんどが、特殊詐欺の手口を知っていて、蝙されています。
自宅の電話に迷惑電話防止機器を取り付けることで、被害を防止しましょう。

0 特殊詐欺の発生状況 令和6年5月末

旭区内

令和6年 1令和5年 I 増減 令和6年 I令和5年 I増減

673 I 826 I -153 23 23 土〇

I令和6年被害金額1約16億3000万円 I I令和6年被 害金 額1 約2800万円

汝旭警察署からのお知らせ
～あなたの携帯電話に防犯・防災情報が届きます！ ～ 

あさひ安全・安心かわら版に登録を！！

旭区内の安全・安心に関する情報を受信できるシステムです。
地域の防犯活動や高齢者・子供などへの注意喚起にお役立てください。

※ 登録方法は旭区役所のホームページに掲載されています。
〇旭警察署ホームページでも情報発信を行っています。
〇迷惑電話防止機能付き録音機を設置して特殊詐欺を防ぎましょう。

みんなでつくろう！ 安全・安心の街旭！

01171302
スタンプ



特殊詐欺発生件数(5月）

発生件数5件
発生日 発生場所 手口詳細 被害品 賜された理由 発生日 発生場所 手口詳細 被害品 蝙された理由
4月18日 左近山 甥賜り 160万円 声が似ていて、息子だと思った

4月8日 万騎が原 区役所謳り キャッシュカード2枚、通帳1通 焦らされて考える暇が無かった

4月18日 白根町 弟賜り 180万円 自分が願されると思っていなかった

4月22日 左近山 区役所輻り キャッシュカード1枚、通帳1通 相手が名乗った身分を信じた

4月12日 若葉台3丁目 息子賜り 180万円 自分が願されると思っていなかった

場所
II 

川島町 1 四季美台 I鶴ケ峰1丁目 1鶴ケ峰2丁目 1鶴ケ峰本町1丁目 1鶴ケ峰本町2丁目 1鶴ケ峰本町3丁目 I 西川島町 I中希望が丘

闘
II 

1件 | 1件
I 0件 I 

0件
I 0件

I 0件 I 1件 0件
I 0件

場所 II 東希望が丘 I 善部町 I南希望が丘 I さちが丘 I二俣川1丁目 1二俣川2丁目 1 本宿町 本村町 I 中尾1丁目
当月
累計

II 2件 | 1件
I 

0件 0件 1件
I 

1件
I 1件 0件 | 0件

場所 中尾2丁目 中沢1丁目 中沢2丁目 中沢3丁目 市沢町 小高町 三反田町 白根町 I白根1丁目
当月 1件
累計 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 1件 l 1件

場所 II 白根2丁目 I 白根3丁目 I 白根4丁目 I 白根5丁目 I 白根6丁目 I 白根7丁目 I 白根8丁目 I中白根1丁目 1中白根2丁目
当月
累計

II 
0件 I 0件 | 0件 | 0件

I 
1件

I 0件 I 0件 | 0件 | 0件

場所 中白根3丁目 中白根4丁目 上川井町 川井宿町 川井本町 桐が作 左近山 I 上白根町 1上白根1丁目
当月 2件
累計 0件 0件 0件 0件 0件 0件 3件 I 1件 l 0件

場所 II上白根2丁目 I上白根3丁目 1 今川町 今宿西町 今宿東町 今宿南町 今宿町 I今宿1丁目 I今宿2丁目
当月
累計

II 
0件 I 0件 | 0件 0件 1件 1件 0件 | 0件

I 
0件

場所 大池町 柏町 万騎が原 南本宿町 若葉台1丁目 若葉台2丁目 若葉台3丁目 1若葉台4丁目 1 金が谷
当月 1件 1件
累計 0件 0件 1件 0件 0件 0件 1件 I 0件 l 0件

場所 II金が谷1丁目 I金が谷2丁目 I笹野台1丁目 I笹野台2丁目 I笹野台3丁目 I笹野台4丁目 1 矢指町 下川井町 I 都岡町
当月
累計 II 0件 I 0件 | 0件 | 0件 I 1件 . 1件 I 0件 0件 0件



5 月中前兆電話入電 地区一覧
場所 川島町 四季美台 鶴ケ峰 1丁目 鶴ケ峰2丁目 鶴ケ峰本町 1丁目 鶴ケ峰本町 2丁目 鶴ケ峰本町3丁目 西川島町 中希望が丘

当月 1件

累計 4件 1件 3件 0件 1件 2件 0件 1件 1件

場所 東希望が丘 善部町 南希望が丘 さちが丘 二俣川 1丁目 二俣川 2丁目 本宿町 本村町 中尾 1丁目

当月

累計 1件 0件 1件 4件 0件 0件 0件 0件 0件

場所 中尾 2丁目 中沢 1丁目 中沢 2丁目 中沢 3丁目 市沢町 小高町 三反田町 白根町 白根 1丁目

当月 1件

累計 0件 0件 1件 1件 1件 0件 0件 0件 0件

場所 白根 2丁目 白根3丁目 白根4丁目 白根5丁目 白根 6丁目 白根 7丁目 白根 8丁目 中白根 1丁目 中白根2丁目

当月 1件

累計 0件 0件 1件 0件 0件 0件 0件 1件 0件

場所 中白根3丁目 中白根4丁目 上川井町 川井宿町 川井本町 桐が作 左近山 上白根町 上白根 1丁目

当月 1件

累計 0件 0件 2件 0件 1件 0件 1件 1件 0件

場所 上白根2丁目 上白根3丁目 今川町 今宿西町 今宿東町 今宿南町 今宿町 今宿 1丁目 今宿 2丁目

当月 1件 1件

累計 3件 0件 2件 0件 1件 0件 0件 0件 2件

場所 大池町 柏町 万騎が原 南本宿町 若葉台 1丁目 若葉台 2丁目 若葉台 3丁目 若葉台 4丁目 金が谷

当月 1件 1件 1件

累計 0件 2件 1件 2件 0件 2件 1件 1件 0件

場所 金が谷 1丁目 金が谷2丁目 笹野台 1丁目 笹野台 2丁目 笹野台 3丁目 笹野台 4丁目 矢指町 下川井町 都岡町

当月

累計 1件 0件 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件



あさひ地域安全ニュース
旭警察署生活安全課通信令和 6年6月号
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ー ・車内に置いてある貴重品や工具類を盗むため、

ドアガラス等を叩き割る
・ナンバープレートやサイドミラーを外して盗む
・電動自転車のバッテリーを盗む

などの事案が発生しています。

・車内に貴重品や工具類を置かない

・ナンバープレートに盗難防止ボルト等設置する
・車両に雨除けカバーをかける

などの対策を講じましょう。

-----------------------------
旭警察署・旭防犯協会・旭企業防犯連絡協議会



ニュース領廓月号［
◎5月末の事故状況前年対比

羞尉誓:昇|塁|覧]|言|悶訃誓

※速報値

負傷者
251 
202 
+49 

◎5月中の時間別発生件数【2時間単位】 ※速報値

［し—--- -6--/＼ど＝ □三□｝

6時～ 8時～ 10時～ 12時～ 14時～ 16時～ 18時～ 20時～ 22時～ 0時～ 2時～ 4時～

c5月中の事故類型捌件数 ※速報値

2023 2024 
事故類型 数 死者数 負傷者数 数 死者数 負傷者数

人対車両
横断歩道横断中 6 

゜
6 7 

゜
7 

その他 2 

゜
2 8 

゜
8 

すれ違い時 2 

゜
4 

゜ ゜ ゜出会い頭

゜ ゜ ゜
2 

゜
2 

右折時その他 2 

゜
2 3 

゜
3 

右折時右折直進 2 

゜
2 6 

゜
6 

車両相互 左折時 1 

゜
1 1 

゜
1 

正面衝突

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜車両相互その他 3 

゜
3 6 

゜
7 

追突 6 

゜
7 4 

゜
4 

追越追抜き時

゜ ゜ ゜
1 

゜
1 

車両単独 車両単独 1 

゜
1 1 

゜
1 

列車 列車

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜合計 25 

゜
28 39 

゜
40 

令租6年7月11日（木） ～7月20日（土）
スローガン

i『ぎりぎりの時間と車間が事故を呼ぶ』
安全運転意識の向上

・ドライバーの歩行者に対する保護意識の向上

・ニ輪車を運転するときはヘルメットとプロテクターを着用

・自転車交通ルールの遵守と交通マナーの向上

妨害運転・飲酒運転の根絶

．妨害運転（あおり運転など）の悪質性と危険性を理解する

・「飲酒運転はしない、させない、許さない、そして見逃さない」という意識を持つ

こどもや高齢者を始めとする歩行者の安全確保

•こどもが日常的に移動する経路や公園周辺における見守り活動の推進

・夜間は反射材を着用する



（注）

令和6年5月末現在

町内令 件数 前年比 扉裔車 自転車 子供

（大池）

゜
-2 

゜ ゜ ゜鶴ヶ峰 37 +12 18 6 1 
白根 18 +5 5 1 

゜旭北 10 -5 5 1 2 
上白根 ， -1 2 3 1 
今宿 16 +1 ， 5 1 
川井 34 +1 ， 5 3 
若葉台 2 -1 1 

゜ ゜笹野台 5 +2 

゜
1 

゜希望が丘 8 +5 2 1 1 
希望が丘東 10 +4 1 4 1 
希望が丘南 1 1 +7 5 1 

゜さちが丘 12 +9 3 1 

゜万騎が原 4 

゜ ゜
1 1 

二俣川 17 +3 6 3 1 
二俣川ニュータウン 1 -1 

゜ ゜ ゜旭中央 5 -1 3 

゜ ゜旭南部 12 +5 2 1 2 
左近山 2 -2 

゜
1 1 

市沢 14 +2 6 

゜ ゜総 計 227 43 77 35 15 

＊二輪車に乗った高齢者と、自転車に乗った子供が衝突した場合、

それぞれにカウントされますが、発生件数は1件になります。

高齢者

゜15 ， 
2 
4 
2 
8 
1 
3 
3 
4 
4 
3 
1 
4 

゜1 
4 
1 
5 

74 



　　　

各年の1月１日から同年５月31日（現在）

（備考）令和６年の数値は速報値であり、確定値ではありません。

　　　　　　旭区内火災発生状況　（　５月中　：　２件　）

月日 場所 出火原因

5 2 日月

5 日月 5

中白根二丁目 ２階居室内１㎡及び雑物若干焼損 たばこ

南希望が丘 専用住宅 居室内の一部焼損 調査中

用途

住　　　宅

事務所併用

被害状況

6,917 6,330 587
677.9 42.245.5 41.9 635.7

7,057
3.6

3 1 56 44 12
103,047 95,990

増△減

144334 213
1 1

旭　　　区　　　内 横　　　浜　　　市　　　内

15 20 △ 5 283 328 △ 45
令和６年 令和５年

3,178 3,034
16 7

121

4

令和６年 令和５年 増△減

9

項　　　　目

火災状況

救急状況

区分／年数
火災件数（件）

焼損床面積（㎡）

死者（人）

負傷者（人）

救急件数（件）
１日当たりの出場件数（件）

【お問合せ先】旭消防署総務・予防課 消防団係 電話・FAX ０４５（９５１）０１１９

区連会 資料１-２

総務省消防庁HPよ

～令和６年度も充足率100％を目指します！～

旭消防署からのお知らせ

◇ 年度切替えにより、欠員が出ています。
是非、一緒に活動しましょう！

◇ 入団資格 ① 18歳以上の区内在住・在勤・在学者
② 事前の知識や経験は必要ありません。
仕事をしている方でも、無理のない範囲で活動が可能です。



件

件

件
鶴ヶ峰本町一丁

鶴ヶ峰本町二丁

鶴ヶ峰本町三丁

件

件 件

件 ＊ 　 地区連合未加入・高速道路等を含みます。

笹野台四丁目

中沢一丁目

中沢二丁目

中沢三丁目

中尾一丁目

中尾二丁目

1

1

1

火　　災　　種　　別
町　丁　別 小計 町　丁　別

川島町

白根町

1

1

今  宿

金が谷一丁目

1

笹野台二丁目

笹野台三丁目

1

市沢町
市　沢

小高町

三反田町

1

1

白根一丁目

1
1

1

車　両林　野
小計

令和６年1月１日から同年５月31日（現在）

署所別
林　野その他建　物車　両

署所別

令和６年町丁別火災発生状況

建　物

火　　災　　種　　別
その他

8 3 0 4

1

合計
林野その他

15

市沢地区連合町内会
地区連合未加入・高速道路等

旭中央地区連合町内会

希望が丘東地区連合自治会

1

左近山連合自治会

2

1

合　　　　　計

1

2

1

1

希望が丘南地区連合自治会
さちが丘地区連合自治会

笹野台地区連合自治会
希望が丘連合自治会

旭南部地区連合自治会
川井地区町内会自治会連合会
若葉台連合自治会

鶴ヶ峰地区町内会連合会

万騎が原連合自治会
二俣川地区連合自治会

1 2

二俣川ニュ－タウン連合町内会

1

1

都　岡

川井宿町

旭区連合自治会町内会火災発生状況
自治会・町内会 ５月 累計 自治会・町内会 ５月 累計

2
1

上白根二丁目

下川井町

都岡町

上白根町

上白根一丁目

車両

上白根連合自治会

2
矢指町

1

1

建物

15 件

2

2

さちが丘

1

1

鶴ヶ峰二丁目

西川島町

1

中白根一丁目

1

1

8

白根四丁目

鶴ヶ峰一丁目

今宿東町

白根三丁目

今宿南町

本村町 1

今宿西町

白根五丁目

四季美台

今川町

大池町

白根六丁目

中白根二丁目

中白根三丁目

中白根四丁目

1

白根七丁目

桐が作

柏町

上川井町

1

0

1

白根八丁目 若葉台一丁目

左近山

今宿地区町内会自治会連合会

白根地区町内会自治会連合会
旭北地区連合自治会

上白根三丁目

金が谷二丁目

今宿町

今宿一丁目

川井本町

南希望が丘

二俣川１丁目

善部町

さちが丘

本　署

本宿町

白根二丁目 1

金が谷

今宿二丁目

笹野台一丁目

東希望が丘

中希望が丘

1

1

11

二俣川２丁目

万騎が原

1

若葉台
若葉台二丁目

1

若葉台四丁目

南本宿町

                                          【お問合せ先】  旭消防署総務・予防課　　電話・ＦＡＸ：９５１－０１１９

1

若葉台三丁目1

南本宿



よこはまテレビ・プッシュの開始について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  テレビを使った情報伝達サービス（※別紙チラシご参照）に 
対して補助金を交付する事業を開始しました。 

災害時の情報取得に不安を感じていらっしゃる方は、是非、 
補助制度をご活用ください。 
※ 広報よこはま６月号に掲載しています。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。  

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。 

定例会等で情報提供をお願いします。 

 

３ 補助制度の概要 

（１）事業目的 

   テレビを使った情報伝達サービスに対して、市が補助を行うことで、スマ

ートフォンをお持ちでない方など災害情報の取得に不安を感じている方も

確実に災害情報が入手できるように支援を行います。 

（２）対象者 

   「横浜市民」 かつ 「災害情報の取得に不安を感じている方」 

（３）補助額 

   初期費用 28,600 円（税込） 

   （内訳）専用機器代金 16,500 円（税込） 

設置設定費用 12,100 円（税込） 

（４）その他費用 

   サービス利用料として、月額 550 円（税込）がかかります。（※） 

   （※）ご利用には、インターネット環境が必要になります。 

  
４ お申込み・資料請求・お問い合わせについて 

  イッツ・コミュニケーションズ株式会社が申込等を受け付けています。 

  （電話） 0120-109-199（受付時間 9:30～18:00） 

  （メール） info@itscom.jp 

 

 

 
 
 

市連会６月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ６ 月 1 2 日 
総 務 局 緊 急 対 策 課 

総務局緊急対策課 
担当 山本、若狭 
電話  045-671-2143 /FAX 045-641-1677 
メール so-kinkyu-musen@city.yokohama.jp 

区連会 資料 ２－１ 

mailto:info@itscom.jp






 

旭共募発第 16号 
令和６年６月 18 日 

各地区連合自治会町内会長 様 
 

共同募金会旭区支会 
支会長 中野 保弘 

 

令和６年度共同募金運動資材調査について（ご依頼） 
 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

昨年は共同募金運動の実施に格別のご尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、今年も１０月１日から全国一斉に共同募金運動が始まり、旭区におきましても 

様々な募金活動を予定しております。お忙しい時期にお手数をおかけしますが、自治会

町内会の皆様にも戸別募金へのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

つきましては、募金運動実施にあたり、資材に関する調査へのご協力をお願いいたしま

す。 

１ お願いしたいこと 

 【区連長】ご承知おきください。 

 【地区連長】ご承知おきください。 

 【単位会長】資材調査へのご回答をお願いいたします。 

 

２ 単位会長の皆様への依頼内容 

次の書類（以下４種類）が入った封書を、各自治会町内会長あてに郵送いたします。 

（１）各自治会町内会長あて封書内容 

①自治会町内会長あて依頼文 

②令和６年度 戸別募金関連資材調査 

   ③令和６年度 共同募金運動（戸別募金）専用資材についてのご説明 

   ④返信用封筒  

 

（２）調査の提出期限  

【受付期限】令和６年７月 16日（火） 

【提出方法】FAX または返信用封筒（切手不要）メールにてご提出ください。 

      データをご希望の場合は、お手数ですが下記事務局へご連絡くだ 

さい。 

※ご提出のない場合は、各自治会町内会長あてに昨年度と同数の 

資材をお送りさせていただきますので、ご了承ください。 

 

（３）資材発送日 

   令和６年９月下旬（予定） 

 

【事務局】共同募金会旭区支会（旭区区社会福祉協議会内） 

担 当：菊地 

電 話：３９２－１１２３／ＦＡＸ：３９２－０２２２ 

メール：asahi-ks@ceres.ocn.ne.jp 

区連会 資料３－１ 



旭共募発第 16号 
令和６年６月 18 日 

 
各自治会町内会長 様 

 
共同募金会旭区支会 
支会長 中野 保弘 

 
 

令和６年度共同募金運動資材調査について（ご依頼） 
 

時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

昨年は新型コロナウイルスの感染が続く中、共同募金運動の実施に格別のご尽力を賜り

厚くお礼申し上げます。 

さて、今年も１０月１日から全国一斉に共同募金運動が始まり、旭区におきましても 

様々な募金活動を予定しております。お忙しい時期にお手数をおかけしますが、自治会

町内会の皆様にも戸別募金へのご理解とご協力をお願い申し上げます。 

つきましては、募金運動実施にあたり、資材に関する調査へのご協力をお願いいたしま

す。 

なお、令和４年度までは各地区連合自治会町内会長に調査のとりまとめをお願いしてお

りましたが、必要な資材を正確にお届けするため、令和５年度から日本赤十字社会費募集

時と同様に、各自治会町内会長へ調査のご回答をお願いしております。何卒ご了承くださ

い。 

 

１ 依頼内容 

『令和６年度 戸別募金関連資材調査』のご提出をお願いいたします。 

（１）各自治会町内会長あて封書内容 

①本状 

②令和６年度 戸別募金関連資材調査 

   ③令和６年度 共同募金運動（戸別募金）専用資材についてのご説明 

   ④返信用封筒  
 

（２）調査の提出期限  

【受付期限】令和６年７月 16日（火） 

【提出方法】FAX または返信用封筒（切手不要）メールにてご提出ください。 

      データをご希望の場合は、お手数ですが下記事務局へご連絡くだ 

さい。 

※ご提出のない場合は、各自治会町内会長あてに昨年度と同数の 

資材をお送りさせていただきますので、ご了承ください。 

 

（３）資材発送日 

   令和６年９月下旬（予定） 

 

【事務局】共同募金会旭区支会（旭区社会福祉協議会内） 

担 当：菊地 

電 話：３９２－１１２３／ＦＡＸ：３９２－０２２２ 

メール：asahi-ks@ceres.ocn.ne.jp 



【送付先】 

共同募金会旭区支会 事務担当：菊地 

FAX：０４５－３９２－０２２２ 

Mail：asahi-ks@ceres.ocn.ne.jp 

７月 16 日（火）までにご提出ください。 

NO.«No»  «自治会・町内会» 様 

記入者名：              
 

連絡 先：               

 

 

 

 

１．①資材希望数について □変更なし ・ □変更あり※以下に希望数をご記入ください。 

 

②資材送付先について □変更なし ・ □変更あり※以下に送付先をご記入ください。 
 

 

３．資材配送先（選択・ご記入ください） 
□①自治会町内会長宅 

※令和６年７月１日時点の旭区役所地域振興課の名簿に基づき、送付を予定しています。 

□②その他（以下に送付先をご記入ください） 

住所 
〒      
 

旭区 

宛先 

（氏名等） 

 

TEL  

※未記入の場合は、前年度送付数と同数を自治会町内会長宅あてにお送りさせていただきますので、 

ご了承ください。 

ご記入いただきありがとうございました。 

２．希望する資材数（変更ありの場合のみご記入ください） 

№ 配 布 内 容 前年度送付数 今年度希望数 

自治会町内会用  

１ 募金用（郵便局）払込用紙              ≪払込用紙≫枚  

２ ＰＲ用ポスター            （掲示板用） ≪掲示物≫枚  

班長・組長様用  

３ 戸別募金（封筒募金）の取り扱いについて ≪班数≫枚  

４ 委嘱状・ボランティア証 ≪班数≫枚  

各世帯配付用  

５ 共同募金のお願い【あさひだより】  （世帯配布用） ≪希望数≫枚  

６ 募金専用封筒              （希望数） ≪希望数≫枚  

その他（ご希望があればご記入ください）  

７ 赤い羽根（１シート 100本）       （希望数） ≪希望≫シート  

８ ありがとうステッカー（１シート 12枚）  （希望数） ≪希望≫シート  

９ 領収書（１冊 50枚綴）          （希望数） ≪希望≫冊  

令和６年度 戸別募金関連資材調査 



 

令和６年度 共同募金運動（戸別募金）専用資材についてのご説明 
（※一部の写真は昨年度以前のものです） 

 

➀募金用（郵便局）払込用紙 
集められた募金を送金する際に 

ご使用いただく払込用紙（青色） 

です。 

※各種手数料はかかりません。 

➁PR 用ポスター 
共同募金運動の実施を呼びかける際に

使用する、掲示板に掲示するためのポス

ターです。 

③個別募金（封筒募金）の取り扱い 

について 
戸別募金の取り扱いについて記載した

案内書類です。 

   

④委嘱状・ボランティア証 
各世帯に募金を依頼する際に携帯

する、ボランティアの証明書です。 

➄共同募金のお願い【あさひだより】 
各世帯の皆様に共同募金へのご理解を

深めていただくためのリーフレットです。 

➅募金専用封筒 
各世帯に配布し、募金をお入れいただ

くための封筒です。 

   

➆赤い羽根 
募金いただいた方のうち、希望され

る方にお渡しする、共同募金のシン

ボルです。（1 シート 100 本入り） 

➇ ありがとうステッカー 
募金いただいた方のうち、希望される方

にお渡しする、共同募金のシンボルで

す。（1 シート 12 枚入り） 

⑨領収書 

募金いただいた方のうち、希望される

方にお渡しする領収書です。 

（１冊 50 枚綴） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 



 

 

 

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等の改定」と 

「線引き（市街化区域と市街化調整区域の区域区分）見直し」 

都市計画市素案の説明会開催等について【情報提供】 
 

１ 趣旨 

本市では、都市計画の基本方針である「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(整開

保)等※１」とこれに基づき行う「線引き」について、概ね６～７年ごとに定期的な改定・見

直しを行っており、現在、令和７年度の改定・見直しを目指して検討を進めています。 

このたび、本年１月から２月にかけて実施した意見募集の結果等を踏まえ、都市計画市素

案を作成しましたので、説明会等を実施します。 

 

※１整開保等 

都市計画の目標や土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業等に関する主要な都市計画の   

決定方針 等 
 

２ お願いしたいこと 

【地区連合町内会長・単位町内会長の皆様】 

６月下旬以降、説明会の概要等を掲載したリーフレット（添付資料）を線引き見直し対象

地区内の各戸に配布するほか、土地所有者等の皆様に郵送しますので、ご承知おきください。 

また、地域の方からお問合せがあった場合、建築局都市計画課までご案内ください。 
 

３ リーフレットの主な内容  

  ・都市計画市素案の説明会（会場、日程等）について    ・・・P２ 

・都市計画市素案の概要について（整開保等、線引き）   ・・・P３～５ 

・今後の都市計画手続について              ・・・P６ 
 
４ リーフレットの配布等について（予定） 

①各戸配布（線引き見直し対象地区内）          ・・・６月下旬より実施 

②土地所有者等へ郵送（線引き見直し対象地区内）     ・・・６月下旬より発送 

③建築局都市計画課（市庁舎 25階）、市民情報センター（市庁舎３階） 

 各区役所区政推進課、ＰＲボックス               ・・・６月下旬より配架 

④横浜市ホームページ掲載                ・・・６月３日より掲載済 

 
 

○整開保等の改定に関すること 

【担 当】都市整備局企画課 水谷、齊藤 

【連絡先】６７１－３７４９ 
○線引き見直し、説明会に関すること 

【担  当】建築局都市計画課 鶴和、河田、小池 
【連絡先】６７１－２６５８ 

区連会６月定例会説明資料 
令 和 ６ 年 ６ 月 １ ８ 日 
都 市 整 備 局 企 画 課 
建 築 局 都 市 計 画 課 

区連会 資料３－２ 











 
 

西谷浄水場の再整備の進捗状況について 

 
 

西谷浄水場では、「①耐震性が不足しているろ過池と排水池の整備」、「②水源の水質状況に

対応できる粒状活性炭処理の導入」、「③相模湖系統の水利権水量の全量処理を可能とするため

の処理能力増強」を目的とし（図１）、浄水処理施設と排水処理施設の再整備を進めています。

（図２）また、これに合わせて、「導水能力の増強と耐震化」を図るため、川井接合井から西谷

浄水場までの新たなルートに、シールド工事で導水管の整備を進めています。（図３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 進捗状況 

(1) 浄水処理施設 

令和５年度は、整備範囲に現存する国登録有形文化財の移設保存を行いました（写真１）。

６年度は、直径２ｍの場内管路を断水せずに切り回しする工事を行い（写真２）、その後、

ろ過池の新設に着手します。 

 (2) 排水処理施設 

浄水処理の過程で発生した汚泥などを処理する排水処理施設の整備を行っています。 

令和５年度は、場内配管の更新、脱水機棟の新設、排水池の新設、排泥池の補修などを

進めました（写真３、４）。６年度は、これらに加えて受電・自家発棟の新設に着手します。 

(3) 相模湖系導水路 

水源である相模湖から原水を送る導水路の一部を再整備しています。 

令和５年度は、川井接合井から西谷浄水場に向けてシールド工による掘削を開始し、現

在までに長さ約９kmのうち約 500ｍを掘進しました。また、旧旭・瀬谷地域サービスセン

ターや西谷浄水場などの用地内で、立坑の築造工事を並行して進めています（写真５、６）。 

なお、想定よりもシールド工や立坑築造の進捗に遅れが生じており、原因の分析と対策

について、請負事業者と協議しているところです。 

 

２ 事業スケジュール 

施設の耐震化と処理能力の増強については、10年度の完了を見込んでいます。粒状活性

炭処理の導入については、14 年度の完了を見込んでいます。（図４） 

今後、土砂やコンクリート運搬のための工事車両の増加を計画していることから、入退場

時の交通事故防止や、騒音、振動対策など周辺環境に配慮しながら工事を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図４ 事業スケジュール（令和６年５月現在） 

写真３ 排水池の新設 

写真２ 場内管路切り回し工 

写真４ 排泥池の補修 写真６ 立坑築造工 写真５ シールド工 

図３ 相模湖系導水路の整備範囲 

写真１ 国登録有形文化財の移設完了 

図２ 西谷浄水場の整備範囲 

図１ 事業の目的 

写真 5 

写真６ 

（国土地理院地図を加工して作成）

 

区連会６月定例会資料 
令 和 ６ 年 ６ 月 1 8 日 
水 道 局 施 設 整 備 課 

区連会 資料３－３ 



 
 

 

 

浄水処理施設完成予想図（令和 14年度完了予定） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排水処理施設完成予想図（令和９年度完了予定） 

    

 

ろ過池（新設） 

粒状活性炭吸着池(新設) 

沈でん池（改良） 

脱水機棟（新設） 

受電・自家発棟（新設） 

排水池（耐震補強・新設） 

着水井（新設） 



                          旭地振第 429 号 

令和６年６月 18 日 
地区連合自治会町内会長 各位 

旭区地域振興課長 
旭区安全安心及び美化・リサイクル運動推進功労者の 

区長表彰候補者推薦について（依頼） 

 
日頃より地域における、安全安心及び美化・リサイクル運動の推進にご尽力を賜り、お礼申し上

げます。 
９月 30 日（月）に開催する「あさひ安全安心フェア（会場：旭公会堂）」にて表彰式を実施しま

す。つきましては、表彰基準に基づき、表彰候補者のご推薦をお願いいたします。 
 
・旭区安全安心功労者(防犯部門・防災部門・交通安全部門) 

区内において、防犯・防災・交通安全に寄与する活動の推進に功労のあった個人及び団体 
・美化・リサイクル運動推進功労者 
  区内において、美化・リサイクル運動の推進に功労のあった個人または団体 

 
１ 推薦書提出期日 

令和６年７月 26日（金） 

※ 各自治会町内会(連合未加入含む)から地区連合自治会町内会長への提出期限は７月 12日（金）

としております。 

 

２ 推薦書提出先 

  〒２４１－００２２ 

旭区鶴ケ峰１－４－１２ 

旭区地域振興課地域活動係 担当：石澤・海野、山田 

メール：as-chishin@city.yokohama.jp 

 

※ 要綱により、防犯部門・防災部門・交通安全部門の推薦者は旭区安全安心対策協議会会員、美

化・リサイクル運動の推薦者は旭区地球温暖化対策・３Ｒ夢推進協議会役員と定められていま

す。 

推薦者は必ず地区連合自治会町内会長になりますので、連合未加入の自治会町内会から推薦の

ご相談がありましたら、ご対応をお願いします。 

※ 交通安全部門については、別途、（一財）旭区交通安全協会からも推薦されます。また、表彰

に際しては「旭交通安全協会長の表彰を受けている」「過去３年以内に交通事故・違反等によ

り処分を受けていない」といった基準を満たす必要がありますので、ご注意ください。 

 

担当：【防犯・交通の部、美化・リサイクル運動】 

旭区役所地域振興課地域活動係（窓口 21番） 

石澤・海野・山田・遠藤 ℡９５４－６０９６ 

【防災の部】 

旭区役所総務課庶務係（窓口 24番） 

日向・酒井・松浦・水澤 ℡９５４－６００７ 

  

区連会 資料３－４ 



旭区安全安心功労者(防犯部門・防災部門・交通安全部門)の表彰対象者の基準について 
旭区内の安全安心活動の推進において、次のいずれかに該当する、業績または功労が特に顕著で、

他の範とするに足る個人及び団体とする。 

（１）広報啓発、教育、訓練、街頭活動等に尽力し、安全安心なまちづくりに多大な貢献が認められ、

原則としてその活動が３年以上継続的に行われているもの 

（２）安全安心活動において優れた発明、調査、研究に尽力し、功績があり、警察署等専門機関の評

価を得られたもの 

（３）資材、物品、施設等を寄付し、安全安心活動の推進に寄与したもの（５万円以上の金品の寄付

のあったもの） 

（４）その他、安全安心活動の推進に寄与したもの（交通安全の部においては、原則として旭交通安

全協会長の表彰を受けたもの） 

 

旭区美化・リサイクル運動推進功労者の表彰対象者の基準について 

旭区内の旭区美化・リサイクル運動推進において、次のいずれかに該当する、業績または功労が特

に顕著で、他の範とするに足る個人及び団体とする。 

（１）公共施設及びこれに準ずるものの清掃活動に尽力し、多大な貢献が認められるもの。（清掃） 

（２）ごみの減量化・資源化（リサイクル）の推進に寄与したもの。 （リサイクル） 

（３）指導、啓発、広報活動等に尽力し、本運動の思想普及に多大な貢献が認められるもの。（広報） 

（４）花いっぱい活動及び緑化活動に尽力し、多大な成果をあげたもの。（花いっぱい、緑化） 

（５）資材、物品、施設等を寄付し、本運動の推進に寄与したもの。 （寄付） 

    （５万円相当以上の資材、物品等の寄付をしたもの） 

（６）その他、旭区美化・リサイクル運動の推進に寄与したもの。 （その他） 

※（１）から（４）まで及び（６）については、原則としてその活動が３年以上継続しているもの。 



                          旭地振第 429 号 

令和６年６月 18 日 
自治会町内会長 各位 

旭区地域振興課長 
旭区安全安心及び美化・リサイクル運動推進功労者の 

区長表彰候補者推薦について（依頼） 

 
日頃より地域における、安全安心及び美化・リサイクル運動の推進にご尽力を賜り、お礼申し上

げます。 
９月 30 日（月）に開催する「あさひ安全安心フェア（会場：旭公会堂）」にて表彰式を実施しま

す。つきましては、表彰基準に基づき、表彰候補者のご推薦をお願いいたします。 
 
・旭区安全安心功労者(防犯部門・防災部門・交通安全部門) 

区内において、防犯・防災・交通安全に寄与する活動の推進に功労のあった個人及び団体 
・美化・リサイクル運動推進功労者 
  区内において、美化・リサイクル運動の推進に功労のあった個人または団体 

 
１ 推薦書提出期日 

令和６年７月 12日（金） 

※自治会町内会長様から各連合自治会町内会長様へ推薦書を御提出ください。 

   その後、各連合自治会町内会長様が取りまとめのうえ、７月 26 日（金）までに旭区地域振

興課にご提出いただくこととしています。 

 

２ 推薦書提出先 

  〒２４１－００２２ 

旭区鶴ケ峰１－４－１２ 

旭区地域振興課地域活動係 担当：石澤・海野、山田 

メール：as-chishin@city.yokohama.jp 

 

※ 要綱により、防犯部門・防災部門・交通安全部門の推薦者は旭区安全安心対策協議会会員、美

化・リサイクル運動の推薦者は旭区地球温暖化対策・３Ｒ夢推進協議会役員と定められていま

す。連合未加入の自治会町内会の皆様の推薦にあたっては、近隣の連合自治会町内会長様へ御

相談ください。 

※ 交通安全部門については、別途、（一財）旭区交通安全協会からも推薦されます。また、表彰

に際しては「旭交通安全協会長の表彰を受けている」「過去３年以内に交通事故・違反等によ

り処分を受けていない」といった基準を満たす必要がありますので、ご注意ください。 

 

担当：【防犯・交通の部、美化・リサイクル運動】 

旭区役所地域振興課地域活動係（窓口 21番） 

石澤・海野・山田・遠藤 ℡９５４－６０９６ 

【防災の部】 

旭区役所総務課庶務係（窓口 24番） 

日向・酒井・松浦・水澤 ℡９５４－６００７ 

  



旭区安全安心功労者(防犯部門・防災部門・交通安全部門)の表彰対象者の基準について 
旭区内の安全安心活動の推進において、次のいずれかに該当する、業績または功労が特に顕著で、

他の範とするに足る個人及び団体とする。 

（１）広報啓発、教育、訓練、街頭活動等に尽力し、安全安心なまちづくりに多大な貢献が認められ、

原則としてその活動が３年以上継続的に行われているもの 

（２）安全安心活動において優れた発明、調査、研究に尽力し、功績があり、警察署等専門機関の評

価を得られたもの 

（３）資材、物品、施設等を寄付し、安全安心活動の推進に寄与したもの（５万円以上の金品の寄付

のあったもの） 

（４）その他、安全安心活動の推進に寄与したもの（交通安全の部においては、原則として旭交通安

全協会長の表彰を受けたもの） 

 

旭区美化・リサイクル運動推進功労者の表彰対象者の基準について 

旭区内の旭区美化・リサイクル運動推進において、次のいずれかに該当する、業績または功労が特

に顕著で、他の範とするに足る個人及び団体とする。 

（１）公共施設及びこれに準ずるものの清掃活動に尽力し、多大な貢献が認められるもの。（清掃） 

（２）ごみの減量化・資源化（リサイクル）の推進に寄与したもの。 （リサイクル） 

（３）指導、啓発、広報活動等に尽力し、本運動の思想普及に多大な貢献が認められるもの。（広報） 

（４）花いっぱい活動及び緑化活動に尽力し、多大な成果をあげたもの。（花いっぱい、緑化） 

（５）資材、物品、施設等を寄付し、本運動の推進に寄与したもの。 （寄付） 

    （５万円相当以上の資材、物品等の寄付をしたもの） 

（６）その他、旭区美化・リサイクル運動の推進に寄与したもの。 （その他） 

※（１）から（４）まで及び（６）については、原則としてその活動が３年以上継続しているもの。 



旭区安全安心功労者推薦書 

（ 個 人 用 ） 

  年  月  日 

 旭  区  長 

（推薦者職氏名） 

連 合 自 治 会 町 内 会 名                      

 

連合自治会町内会長名                                     

 旭区安全安心功労者として、次のとおり推薦します。 

活動部門 防 犯 ・ 交通安全 ・  防 災 

 

 

明治 

年   月   日生 

年 齢 

ﾌﾘｶﾞﾅ 大正  

氏  名 昭和  

  平成  才 

     区 職業 現在の役職 

住 所  
  

 ℡(   )   

 表 彰 区 分 表 彰 年 月 日 功 績 内 容 

    

表彰歴    

    

    

活動期間  昭和 ・ 平成    年   月頃から 

  （１）広報啓発・教育・訓練・街頭活動等 （２）発明・調査・研究 

活動区分 表彰基準 （３）寄付  

  （４）その他（                           ） 

  

  

功労の概要  

  

  



旭区安全安心功労者推薦書 

（ 団 体 用 ） 

  年  月  日 

 旭  区  長 

（推薦者職氏名） 

連 合 自 治 会 町 内 会 名                     

 

連合自治会町内会長名                                              

 旭区安全安心功労団体として、次のとおり推薦します。 

活動部門 防 犯 ・ 交通安全 ・ 防 災 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

団体名 
 

代表者名  構 成 
男     人  女     人 

計     人 

所在地 
 旭 区 

            ℡（    ） 

 表 彰 区 分 表 彰 年 月 日 功 績 内 容 

    

表彰歴    

    

    

活動期間  昭和 ・ 平成    年   月頃から 

  （１）広報啓発・教育・訓練・街頭活動等 （２）発明・調査・研究 

活動区分 表彰基準 （３）寄付  

  （４）その他（                           ） 

  

  

功労の概要  

  

  

 



旭区美化・リサイクル運動推進 

功労者推薦書 
 

令和６年   月   日 

旭区地球温暖化対策・３Ｒ夢推進協議会会長 

 

   連合自治会町内会名                 

        （推薦者） 

連合自治会町内会会長名   

 

  次の者を、旭区美化・リサイクル運動推進功労者及び功労団体表彰の受賞候補者とし

て推薦します。 

 

氏 名
ふ り が な

 
 

（団体名） 

住 所  

（所在地） 電 話（    ） 

生年月日 
 

年  月  日（   歳） 
 

職 業   勤務先  

団体の場合 
 代表者氏名 

                       計   人 

功績区分 
 （１）清  掃        （２）リサイクル  （３）広  報 

 （４）花いっぱい・緑化   （５）寄 付     （６）その他 

過去に受け  

た 表 彰 等  

推 薦 理 由      

 

 

 

 

 

 

 



旭区美化・リサイクル運動推進活動実績報告書 
 

  

活動開始時期                 年          月頃から 

  

                  月 

活 動 頻 度                                     回位 

                  週 

  

  

  

活 動 場 所        

  

  

  

  

  

  

活 動 内 容        

（具体的に記入  

願います。）  

  

  

  

  

  

  

そ の 他        

  

  

  

 

 



 
 

区連会 資料４－１ 

  令和６年６月 18日   

各自治会町内会長 様 

 

旭区更生保護協会 

会長  権藤 由紀子 

旭保護司会 

会長  小松 康夫 

旭区更生保護女性会 

会長  峰松 雅子 

  

第 74回“社会を明るくする運動”実施に伴うポスター掲示について（ご依頼） 

 

時下 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

日頃より青少年の非行防止並びに更生保護の諸活動について、格別なご理解とご協力を

賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、今年も７月１日から全国一斉に“社会を明るくする運動”が実施されます。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮に存じますが、地域における本運動への理解を

深めるため、掲示板へのポスター掲示にご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

  また、７月 19 日（金）15 時 30 分～区内３駅（希望ヶ丘駅、二俣川駅、鶴ヶ峰駅）の駅

頭において、啓発キャンペーンを実施する予定です。 

 

 

 

   ◆掲示期間   令和６年７月１日～７月 31日 

           （本運動強調月間） 

 

   ◆枚  数   各自治会町内会 掲示板数 

 

 

 

 

 

 

 

                          【問合せ先】               

                           旭区社会福祉協議会（担当：村瀬）    

電話：392-1123 / FAX：392-022 





各地区連合町内会長 

各自治会町内会長 

 

 

資源循環局旭事務所長 

 

 

「プラスチックごみの分別ルール変更 市民周知用 リーフレット」の 

民間事業者による全戸配布について（周知） 

 

 

  日頃より、ごみと資源の分別にご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。 

  さて、10 月１日より始まる「プラスチックごみの分別ルールの変更」にあたり、現在、変更内容を

市民の皆さまにわかりやすく伝えるリーフレットを作成しております。７月中旬以降、民間事業者が

各ご家庭に当該リーフレットを配布致しますので、ご理解をお願いいたします。 

今後も、住民説明会の実施やリーフレットの配布をはじめとして、様々な啓発等の機会を通じて

分別ルール変更を伝えていきますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

１．配布物 ＜リーフレット（現在作成中）について＞ 

次の２種類を配布いたします（①に②を挟み込んで各家庭に配布）。 

 ①「プラスチックごみの分別が変わります」リーフレット （A4 仕上がり 2 つ折り） 

     →今回の分別ルール変更について詳しく解説しています 

 ②「ごみと資源物の分け方・出し方」リーフレット （A4 仕上がり 2 つ折り） 

     →新しい分別ルールも含めて、ごみと資源物の分別について解説しています 

 

〈配布物イメージ〉 

   ①                             ② 
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裏面あり 

 

 

２．民間事業者による配布期間（予定） 

   令和６年７月中旬～９月末 

    ※区内でも、お住いの地区によって配布時期は異なります 

 

３．その他 

  資源循環局旭事務所では、10 月から実施される新しい分別ルールについての住民説明会を

開催しています。町内会の定例会にお伺いして動画視聴を含み30分程度の御説明となります。

他にも、ごみ出しに関するお困り事への質疑応答や、粗大ごみの持ち出し収集などの福祉的サ

ービスについての説明も行っております。この機会にぜひ説明会の開催を御検討いただき、資

源循環局旭事務所（953-4811）までお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：資源循環局旭事務所 寺谷・山下 

 TEL ９５３－４８１１ 

FAX ９５３－６６６９  



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜国際園芸博覧会 
旭区推進協議会ニュース  

2024年６月発行 第６号 

２０２７年国際園芸博覧会に向けた旭区での取組や、区内の花・緑・農に関す
る情報をお届けします。 

🌸🌸 オリジナル フレーム切手を販売 
 GREEN×EXPO 2027 の開催地元区である旭区から花・

緑・農の魅力を発信するため、当協議会主催で行った旭

区フォトコンテスト2022・2023の受賞作品を活用して、

オリジナル フレーム切手を作成。 

旭区の自然の豊かさと賑わいを伝える、華やかで魅

力ある切手です！ 

 

 ・シート構成：84円切手×10 枚 

・販売価格：１シート 1,330円（税込） 

・販売部数：500 シート（WEB 等含む） 

・販売場所：旭区内全郵便局（20局） 

※「郵便局ネットショップ」では完売しています 

 

🌸🌸 GREEN×EXPO 2027の開催 1000 日前を迎えます 

 ６月 22 日（土）には、GREEN×EXPO 2027の開

催 1000 日前を迎え、公式マスコットキャラクタ

ーの名前が決定します。 

６月 21 日（金）には、旭区役所１階でＰＲイベ

ントを開催。クイズを通じて理解を深めていただ

く他、あさひの朝市や健康チェックも一緒に実施

して盛り上げます。 

   また、区内小学校 12 校へ

横断幕を掲出したり、６月に

開催される様々なイベント

でチラシやグッズを配布し

たりと、幅広く広報していき

ます。 

▲オリジナル園芸グローブ・

フラワーピック 

（花いっぱい事業等で配布） 
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発行：横浜国際園芸博覧会旭区推進協議会事務局（旭区役所区政推進課） 
TEL：045-954-6027 Mail：as-2027engeihaku@city.yokohama.jp 

地元農家の方々が丹精こめて作った新鮮な農作物

の直売所を始め、花苗の直売所やよこはま地産地消

サポート店、市民農園、収穫体験農園などを掲載し

ています。 

🌸🌸 あさひ直売所＆地産地消マップを発行 

🌸🌸 春の里山ガーデンフェスタ＆ 

ヨコハマネイチャーウィークでＰＲ 

▲缶バッジづくり 
ワークショップ 

▶ 園芸博クイズに挑戦 
 ゴーヤ配付列に行列ができました 

あさひくんの缶バッジ作り＆GREEN×

EXPO 2027 クイズにチャレンジするワー

クショップを開催しました。こども自然

公園で行われたヨコハマネイチャーウィ

ークでは、クイズ参加者にゴーヤの苗を

配布。緑のカーテン作りをきっかけに、

脱炭素に向けた取組を考える機会にして

もらう狙いがあります。GREEN×EXPO 

2027 の開催目的の理解にも繋がること

を期待しています。 

  
＜今後のイベント情報＞ 

７月６日（土）の「横浜ＦＣあさひ区民ＤＡＹ」

＠ニッパツ三ツ沢球技場でブース出展予定！ 

※８月以降のイベント開催情報👇👇 

←区 HP 
 区公式Ｘ→ 

＜配布場所＞ 

・旭区役所（１階 総合案内、２階 地域振興課） 

・旭区市民活動支援センター「みなくる」 

・あさひの朝市 

・JA横浜（二俣川支店、メルカートつおか、 

「ハマッ子」直売所南万騎が原店）    等 

🌸🌸 公式マスコットキャラクターがお出迎え 

旭区役所１階駅側の入口に GREEN×EXPO 2027 の公式

マスコットキャラクターのパネルを期間限定で展示中。

チラシを配架し、ご来庁のお客様に GREEN×EXPO 2027

をＰＲしていきます。記念撮影やＳＮＳへの投稿も大歓

迎♪ 

データでもご覧
いただけます→ 

mailto:as-2027engeihaku@city.yokohama.jp


 

 

区 連 会 説 明 資 料  

令 和 ６ 年 ６ 月 1 8 日 

旭 区 地 域 振 興 課  

自治会町内会長 各位 

 

旭区地域振興課長 

 

旭区共催文化イベントに係る開催チラシの 

自治会町内会掲示板への掲出について（依頼） 

 
 旭区におきましては、文化芸術面からの盛り上げを創出するため、区民の皆様とともに数多くの

事業を実施しています。 

この度、「おひさまファミリーコンサート」を下記のとおり開催いたします。どちらも小さなお

子様のいるご家庭でも、家族で楽しめる内容となっております。 

 つきましては、広く区民の皆様にご案内するため、各自治会町内会の掲示板へのチラシ掲出につ

いて御協力をお願いいたします。 

 

１ イベント概要 

（１）おひさまファミリーコンサート 2024in 旭区 

・開催日時、場所 

     令和６年７月 14日（日）14時 30分から 

旭公会堂（旭区役所４階） 

・主催 

     サニーmamaダンスサークル 

 

２ 掲出期間等 

 （１）おひさまファミリーコンサート 2024 令和６年７月 14日（日）まで 

 

 

担当：旭区地域振興課生涯学習支援係 

                            真栄田、小林（954-6094） 
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保土ケ谷区内の自治会町内会とPayPay株式会社が、自治会費のキャッシュレス決済を実施します。

「PayPay」を導入した自治会においては、夏祭りなどの自治会によるイベントにおいて「PayPay」で

の支払いが可能となります。今後、事例を情報共有し、自治会町内会のデジタル化を支援していきま

す。 

１ 今回の事例の自治会 

⑴  自治会名：岩井町
いわいちょう

原
はら

第一
だいいち

町内会
ちょうないかい

 

⑵ 所  在：保土ケ谷区岩井町 

⑶ 会 長 名：小石川
こいしかわ

悦子
え つ こ

 

２ 経緯 

  令和５年度に、保土ケ谷区において、自治会町内会業務のデジタル化を目的としたモデル事

業を実施しました。その取組の一環として、自治会町内会とPayPay株式会社で調整を重ねた結

果、自治会費等のキャッシュレス決済が実現しました。 

３ キャッシュレス決済ができる費用（例） 

⑴ 自治会町内会費

⑵ 夏祭りなど自治会によるイベント等での販売物など

※ 出店者は自治会のみに限ります。自治会以外が出店するイベントでは利用できません。

４  キャッシュレス決済によるメリット 

⑴ 会費徴収の負担軽減

⑵ イベント時の金銭授受の簡略化

５  小石川会長のコメント 

 「キャッシュレス決済を活用して、役員の負担軽減をしたいと考えていたので、導入することができて

とても嬉しく思っています。工夫しながら誰もが参加しやすい自治会町内会を目指していきたいと考

えています。」 

６  PayPay株式会社について 

⑴ 所 在 地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 33階

⑵ 事業概要：モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供

⑶ プレスリリース（別紙参照）：https://about.paypay.ne.jp/pr/20240611/01/

お問合せ先 

（区内の自治会等支援に関すること） 

保土ケ谷区地域振興課長     川瀬 倫子 TEL 045-334-6301 

（市内の自治会等全般に関すること） 

市民局地域活動推進課担当課長  堀  雅史 TEL  045-671-4183 

（自治会費PayPayキャッシュレス決済に関すること） 

PayPay株式会社          報道関係者問い合わせフォーム 

https://merchant.paypay.ne.jp/webform/?Inquiry_Number=inquiry_press 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令和６年６月 1 1 日 

保土ケ谷区地域振興課

市民局地域活動推進課

岩井町原第一町内会（保土ケ谷区）に「PayPay」の導入が決定！ 

～自治会町内会のデジタル化が進みます～ 

「PayPay」導入イメージ ▶ 
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令和６年６月 18日 

 

地区連合自治会町内会長 各位 

自 治 会 町 内 会 長    各位                      

 

 

旭区連合自治会町内会連絡協議会事務局長 

（旭区地域振興課長） 

 

 

旭区連合自治会町内会連絡協議会定例会における休会について（情報提供） 

 

時下 ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

  日頃から、地域活動の推進につきまして、深い御理解・御協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 

  さて、旭区連合自治会町内会連絡協議会（以下「区連会」という）では、区内地区連

合自治会町内会相互の連携を緊密にするとともに、旭区の発展をはかることを目的に、

区連会定例会を毎月開催していますが、今年度より８月及び 12月の区連会定例会を休

会とすることとなりましたので、お知らせいたします。 

 

１ 休会月 

８月及び 12月 

 

２ その他  

毎月、各自治会町内会に送付している「自治だより」につきまして、８月及び 12月

の送付はございませんのでご了承ください。 

 

 

旭区連合自治会町内会連絡協議会事務局 

担当：渋谷・石川（954-6091） 
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